
岩 倉 市 住 宅 用 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム 設 置 費 補 助 金 交 付 要 領  

 

(趣 旨 )  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 岩 倉 市 住 宅 用 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム 設 置 費

補 助 金 交 付 要 綱（ 以 下「 要 綱 」と い う 。）第 １ ６ 条 に 基 づ き 、

補 助 金 交 付 等 に 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

(補 助 対 象 者 ) 

第 ２ 条  要 綱 第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 要 件 は 、 当 該 年 度 に 転 入

す る 場 合 は 、 転 入 前 住 所 地 の 市 税 の 完 納 を 必 要 と し な い 。  

 (交 付 申 請 書 の 受 付 ) 

第 ３ 条   要 綱 第 ５ 条 に 規 定 す る 交 付 申 請 書 は 、 先 着 順 で 受 け 付

け る も の と す る 。  

２  申 請 が 予 算 の 範 囲 を 超 え た 場 合 は 、 申 請 を 仮 に 受 け 付 け る

も の と す る （ 以 下 「 仮 受 付 」 と い う 。 ） 。 た だ し 、 当 該 年 度

内 に 補 正 予 算 が 成 立 し な か っ た 場 合 、 仮 受 付 は そ の 効 力 を 失

う 。  

 (事 業 実 績 報 告 書 ) 

第 ４ 条   市 長 は 、 交 付 決 定 者 が 対 象 シ ス テ ム の 最 大 出 力 値 を 変

更 し た 場 合 は 、 要 綱 第 ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 太 陽 光 契

約 に 関 す る 申 込 書 の 写 し に 加 え て 、 変 更 後 の 最 大 出 力 値 を 確

認 す る こ と が で き る 書 類 の 提 出 を 交 付 決 定 者 に 求 め る こ と が

で き る 。  

２  市 長 は 、 交 付 決 定 者 が 紛 失 等 に よ り 前 項 に 規 定 す る 書 類 を

提 出 す る こ と が 困 難 で あ る 場 合 は 、 電 力 会 社 に 最 大 出 力 値 を

確 認 す る こ と が で き る 。  

３  要 綱 第 ９ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 写 真 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 状 態 を 示 し た サ ー ビ ス 版 程 度 の 大 き さ の も の と す る 。 ま

た 、 提 出 の と き は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ ４ 版 を 縦 長 に 使 用 し て 写

真 を 貼 付 し 、 そ の 下 部 に 撮 影 年 月 日 を 記 入 す る も の と す る 。  

( 1 )  工 事 着 工 前  



( 2 )  シ ス テ ム 全 体  

( 3 )  シ ス テ ム を 設 置 し た 住 宅 の 全 景  

( 4 )  発 生 電 力 量 計  

(デ ー タ の 提 供 ) 

第 ５ 条  要 綱 第 １ ５ 条 に 規 定 す る シ ス テ ム に 関 す る デ ー タ と は 、

次 に 掲 げ る も の と す る 。  

 ( 1 )  月 毎 の 電 気 発 電 量  

 ( 2 )  月 毎 の 電 気 消 費 量  

 ( 3 )  月 毎 の 売 電 量  

 ( 4 )  月 毎 の 買 電 量  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ １ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ １ 年

４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


